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修
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支
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制
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学
生
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質
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に
対
す
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書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
高
等
教
育
修
学
支
援
制
度
の
適
用
範
囲
外
で
支
援
が
必
要
な
学
生
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
に
基
づ
き
、
低
所
得
者
世

帯
の
者
に
対
し
、
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
減
免
を
制
度
化
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
お

け
る
給
付
型
奨
学
金
を
大
幅
に
拡
充
す
る
措
置
を
講
ず
る
等
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
支
援
が
行
き
渡

る
よ
う
制
度
を
整
備
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
各
大
学
が
こ
れ
に
加
え
て
行
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
が
検

討
し
、
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
令
和
四
年
五
月
十
日
に
教
育
未
来
創
造
会
議
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
我
が
国
の
未
来
を
け
ん
引
す
る
大
学
等
と

社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
一
次
提
言
）
」
に
お
い
て
、
「
学
部
段
階
の
給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
中
間
層
へ
の



 

２ 

 

拡
大
」
や
「
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
た
柔
軟
な
返
還
（
出
世
払
い
）
の
仕
組
み
の
創
設
」
が
提
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
施
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 


